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(57)【要約】
【課題】子供にその発育段階又は既存病態に固有の適切
な栄養を確実にとらせるためのシステム及び方法を提供
すること。
【解決手段】一般的な実施形態では、本発明は、少なく
とも１つのデータベースを有するクライアント装置を含
むシステムを提供し、データベースには摂食情報及び子
供の特性情報が記憶される。データベースはさらに、記
憶された栄養素及び食品群推奨量情報並びに評価システ
ムを含む。プロセッサを使用して、摂食量及び子供の特
性情報に基づいて子供の平均日量栄養値を計算し、平均
日量栄養値を栄養素及び食品群推奨量情報と比較し、比
較に基づく評価点を出力する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　事前に計画された子供の献立の栄養値を評価するためのシステムであって、
　プロセッサと、前記プロセッサに動作可能なように接続された少なくとも１つのデータ
ベースとを備えるクライアント装置を具備し、前記少なくとも１つのデータベースは、
　摂食情報と、
　子供の特性情報と、
　記憶された栄養素及び食品推奨量情報と、
　記憶された評価システムと、
　記憶された命令であり、前記プロセッサに、
　　前記摂食情報に基づいて平均日量食品摂取を計算させ、
　　前記平均日量食品摂取を前記記憶された栄養素及び食品推奨量情報と比較させ、
　　前記比較に基づく評価点を出力させる、命令と
を備える、システム。
【請求項２】
　入力装置をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　出力装置をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　通信チャネルをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記摂食情報及び子供の特性情報の少なくとも一方が、前記評価点の計算が望まれる時
に前記ユーザによって前記クライアント装置に入力される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記摂食情報及び子供の特性情報が前記プロセッサに記憶される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　当該システムが前記食品摂取の栄養の相違に基づいて発育段階を特定する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項８】
　前記通信チャネルが前記クライアント装置をリモートサーバに接続する、請求項４に記
載のシステム。
【請求項９】
　前記通信チャネルが、インターネット、ケーブル、衛星、ローカルエリアネットワーク
、ワイドエリアネットワーク、電話網、及びそれらの組合せからなる群から選択される、
請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのデータベースが、メモリ、記憶装置、リモートサーバ、及びそれ
らの組合せからなる群から選択される場所に記憶される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記記憶された栄養素及び食品群の推奨量情報が、推奨日量栄養値、推奨日量食品群値
、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値が子供の発育段階に基づく、請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１３】
　前記推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値が子供の既存病態に基づく、請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１４】
　前記既存病態が、糖尿病、食物アレルギー、消化、認知発達、免疫抑制、低体重、高体
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重、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記推奨日量栄養値が、多量栄養素、微量栄養素、炭水化物、脂肪、たんぱく質、ビタ
ミン、ミネラル、カロリー、及びそれらの組合せからなる群から選択される栄養素につい
て与えられる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記推奨日量食品群値が、穀類、野菜、果物、乳製品、肉及び豆類、脂肪及び油、並び
にそれらの組合せからなる群から選択される食品群について与えられる、請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１７】
　前記摂食情報が、食品の種類、食品の量、食品が摂取される時刻、食品が摂取される日
、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記評価点が、前記平均日量栄養値と前記記憶された栄養素及び食品群推奨量情報との
相関の度合いに正比例する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記評価点が指標の数に基づき、指標の数は前記平均日量栄養値と記憶された栄養素及
び食品群推奨量情報との相関を示す、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記子供の特性情報が、体重、身長、年齢、既存病態、及びそれらの組合せからなる群
から選択される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　事前に計画された子供の献立の栄養値を評価する方法であって、
　プロセッサ及び少なくとも１つのデータベースを用意するステップと、
　所定の期間にわたる日量摂食情報を前記少なくとも１つのデータベースに入力して、事
前に計画された献立を作成するステップと、
　前記少なくとも１つのデータベースに子供の特性情報を入力するステップと、
　前記プロセッサを使用して、前記所定の日数にわたる平均栄養値を計算するステップと
、
　前記平均栄養値を、推奨栄養値、推奨食品群値、及びそれらの組合せからなる群から選
択される値と比較するステップと、
　前記平均栄養値の評価を求めるステップと、
　前記事前に計画された献立の評価点を出力するステップと
を含む方法。
【請求項２２】
　前記摂食情報が、食品の種類、食品の量、食品が摂取される時刻、食品が摂取される日
、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記推奨日量栄養値が、炭水化物、脂肪、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、カロリー
、及びそれらの組合せからなる群から選択される栄養素について与えられる、請求項２１
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記推奨日量食品群値が、穀類、野菜、果物、乳製品、肉及び豆類、脂肪及び油、並び
にそれらの組合せからなる群から選択される食品群について与えられる、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値が子供の発育段階に基づく、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値が子供の既存病態に基づく、請求項２１に記
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載の方法。
【請求項２７】
　前記子供の特性情報が、体重、身長、年齢、既存病態、及びそれらの組合せからなる群
から選択される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記既存病態が、糖尿病、食物アレルギー、消化、認知発達、免疫抑制、低体重、高体
重、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　子供の食物摂取を調節する方法であって、
　プロセッサと、子供の特性情報を記憶した少なくとも１つのデータベースとを用意する
ステップと、
　前記プロセッサを使用して子供の食物摂取の平均栄養値を計算するステップと、
　前記平均栄養値を、推奨栄養値、推奨食品群値、及びそれらの組合せからなる群から選
択される値と比較するステップと、
　子供の発育段階、子供の既存病態、及びそれらの組合せからなる群から選択される情報
に基づいて前記平均栄養値の評価点を求めるステップと、
　前記平均栄養値が所定の評価点以下の場合、前記子供の食物摂取を調節するステップと
を含む方法。
【請求項３０】
　前記評価点が星の数による評価点である、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記所定の評価点が３つの星である、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記子供の食物摂取が、前記評価点を増大させる栄養素及び／又は食品群を供給する追
加的な食品を含むように調節される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記子供の特性情報が、体重、身長、年齢、既存病態、及びそれらの組合せからなる群
から選択される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　前記既存病態が、糖尿病、食物アレルギー、消化、認知発達、免疫抑制、低体重、高体
重、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　事前に計画された子供の献立の栄養値を評価するためのシステムであって、
　プロセッサと、前記プロセッサに動作可能なように接続された少なくとも１つのデータ
ベースとを備えるクライアント装置を具備し、前記少なくとも１つのデータベースは、
　摂食情報と、
　子供の特性情報と、
　記憶された栄養素及び食品推奨量情報と、
　記憶された評価システムと、
　記憶された命令であり、前記プロセッサに、
　　前記摂食情報に基づいて平均週間食品摂取を計算させ、
　　前記平均週間食品摂取を前記記憶された栄養素及び食品推奨量情報と比較させ、
　　前記比較に基づく評価点を出力させる、命令と
を備える、システム。
【請求項３６】
　食品摂取についての評価点を計算するためのシステムであって、
　食品摂取についての情報を受け取るプロセッサと、
　前記食品摂取が記憶された栄養素及び食品推奨量の所定の最低限の組合せを満たす場合
の最高評価、前記栄養素及び食品の推奨量が最小閾値を満たさない場合の最低評価点、及
び平均点数を含む、記憶された評価点と、
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　前記プロセッサに入力された食品摂取に基づいてユーザに評価点を出力するプロセッサ
と
を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明は、一般には、健康及び栄養に関する。特に、本発明は、子供にその発育
段階に適した適切な栄養を確実にとらせるためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]食品と栄養は子供の成長と発育の基本となる。実際、健康的な摂食は、例えば健
康な骨、皮膚、エネルギーレベル、認知発達など、子供の健康的な成長と発育全般に寄与
する。また、健康的な摂食は、例えば虫歯、摂食障害、便秘、栄養不良、鉄欠乏性貧血な
どのリスクを下げることにも寄与する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　[0003]しかし、多くの親は、適切に栄養を摂取できる栄養素と食品群をすべて含んだ子
供のための健康的な食事の献立と計画を立てることは難しいと感じている。これは特に、
年齢層と発育段階が異なると子供に必要な栄養が異なることを考えると親にとって難しい
可能性がある。栄養不足の問題は、子供が必要な栄養素をとらずにいると、例えば認知発
達や免疫の発達などの発育上の重要な段階が影響を受けかねないことから重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0004]子供にその発育段階に適した適切な栄養を確実にとらせるためのシステム及び方
法を提供するものである。一般的な実施形態では、本発明は、子供の平均日量栄養摂取量
を計算するシステムを提供する。このシステムは、例えば、プロセッサと、プロセッサに
動作可能なように接続された少なくとも１つのデータベースとを有するクライアント装置
を含む。データベースは、記憶された摂食情報、記憶された子供の特性情報、記憶された
栄養素及び食品の推奨量情報、記憶された評価システム、及び記憶された命令を含む。記
憶された命令は、プロセッサに、摂食情報に基づいて平均日量栄養値を計算させ、その平
均日量栄養値を記憶された栄養素及び食品の推奨量情報と比較させ、比較に基づく評価点
を出力させる。
【０００５】
　[0005]一実施形態では、システムは、入力装置及び／又は出力装置をさらに含むことが
できる。
【０００６】
　[0006]一実施形態では、システムは、通信チャネルをさらに含む。通信チャネルは、ク
ライアント装置をリモートサーバに接続することができる。通信チャネルは、インターネ
ット、ケーブル、衛星、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、電話
網、及びそれらの組合せからなる群から選択することができる。
【０００７】
　[0007]一実施形態では、データベースは、メモリ、記憶装置、リモートサーバ、及びそ
れらの組合せからなる群から選択される場所に記憶される。
【０００８】
　[0008]一実施形態では、記憶された栄養素及び食品群の推奨量情報は、推奨日量栄養値
、推奨日量食品群値、及びそれらの組合せからなる群から選択される。
【０００９】
　[0009]一実施形態では、推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値は子供の発育段階に基づ
く。或いは、推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値は、子供の既存病態に基づいてもよい
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。既存病態は、糖尿病、食物アレルギー、消化、認知発達、免疫抑制、低体重、高体重、
及びそれらの組合せからなる群から選択することができる。
【００１０】
　[0010]一実施形態では、推奨日量栄養値は、炭水化物、脂肪、たんぱく質、ビタミン、
ミネラル、カロリー、及びそれらの組合せからなる群から選択される栄養素について与え
られる。
【００１１】
　[0011]一実施形態では、推奨日量食品群値は、穀類、野菜、果物、乳製品、肉及び豆類
、脂肪及び油、並びにそれらの組合せからなる群から選択される食品群について与えられ
る。
【００１２】
　[0012]一実施形態では、摂食情報は、食品の種類、食品の量、食品が摂取される時刻、
食品が摂取される日、及びそれらの組合せからなる群から選択される。
【００１３】
　[0013]一実施形態では、評価点は、平均日量栄養値と記憶された栄養素及び食品群推奨
量情報との相関の度合いに正比例する。
【００１４】
　[0014]一実施形態では、評価点は星の数に基づき、星の数は、平均日量栄養値と記憶さ
れた栄養素及び食品群推奨量情報との相関を示す。
【００１５】
　[0015]一実施形態では、子供の特性情報は、体重、身長、年齢、既存病態、及びそれら
の組合せからなる群から選択される。
【００１６】
　[0016]別の実施形態では、事前に計画された子供の献立の栄養値を評価する方法が提供
される。これら方法は、プロセッサ及び少なくとも１つのデータベースを用意するステッ
プと、所定の期間にわたる日量摂食情報をデータベースに入力して、事前に計画された献
立を作成するステップと、データベースに子供の特性情報を入力するステップと、プロセ
ッサを使用して、所定の日数にわたる平均栄養値を計算するステップと、平均栄養値を、
推奨栄養値、推奨食品群値、及びそれらの組合せからなる群から選択される値と比較する
ステップと、平均栄養値の評価を求めるステップと、事前に計画された献立の評価点を出
力するステップとを含む。
【００１７】
　[0017]一実施形態では、摂食情報は、食品の種類、食品の量、食品が摂取される時刻、
食品が摂取される日、及びそれらの組合せからなる群から選択される。
【００１８】
　[0018]一実施形態では、推奨日量栄養値は、炭水化物、脂肪、たんぱく質、ビタミン、
ミネラル、カロリー、及びそれらの組合せからなる群から選択される栄養素について与え
られる。
【００１９】
　[0019]一実施形態では、推奨日量食品群値は、穀類、野菜、果物、乳製品、肉及び豆類
、脂肪及び油、並びにそれらの組合せからなる群から選択される食品群について与えられ
る。
【００２０】
　[0020]一実施形態では、推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値は子供の発育段階に基づ
く。或いは、推奨日量栄養値及び推奨日量食品群値は子供の既存病態に基づいてもよい。
既存病態は、糖尿病、食物アレルギー、消化、認知発達、免疫抑制、低体重、高体重、及
びそれらの組合せからなる群から選択される。
【００２１】
　[0021]一実施形態では、子供の特性情報は、体重、身長、年齢、既存病態、及びそれら
の組合せからなる群から選択される。
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【００２２】
　[0022]さらに別の実施形態では、子供の食物摂取を調節する方法が提供される。これら
の方法は、プロセッサと子供の特性情報を記憶した少なくとも１つのデータベースとを用
意するステップと、プロセッサを使用して子供の食物摂取の平均栄養値を計算するステッ
プと、平均栄養値を、推奨栄養値、推奨食品群値、及びそれらの組合せからなる群から選
択される値と比較するステップと、子供の発育段階、子供の既存病態、及びそれらの組合
せからなる群から選択される情報に基づいて平均栄養値の評価点を求めるステップと、平
均栄養値が所定の評価点以下の場合、子供の食物摂取を調節するステップとを含む。
【００２３】
　[0023]一実施形態では、評価点は星の数による評価点である。所定の評価点は、例えば
３つの星とすることができる。
【００２４】
　[0024]一実施形態では、子供の食物摂取は、評価点を増大させる栄養素及び／又は食品
群を供給する追加的な食品を含むように調節される。
【００２５】
　[0025]一実施形態では、子供の特性情報は、体重、身長、年齢、既存病態、及びそれら
の組合せからなる群から選択される。
【００２６】
　[0026]一実施形態では、既存病態は、糖尿病、食物アレルギー、消化、認知発達、免疫
抑制、低体重、高体重、及びそれらの組合せからなる群から選択される。
【００２７】
　[0027]本発明の利点は、子供の発育段階及び／又は既存病態に基づいて子供の食事の栄
養値を求める改良されたシステムを提供することである。
【００２８】
　[0028]本発明の別の利点は、子供の食物摂取の平均栄養値を計算する方法を提供するこ
とである。
【００２９】
　[0029]本発明のさらに別の利点は、子供の食物摂取の追跡を支援する対話型のメニュー
プランナを提供することである。
【００３０】
　[0030]本発明のさらに別の利点は、子供に栄養学的に完全な献立を与えるのを支援する
コンピュータ用プログラムを提供することである。
【００３１】
　[0031]その他の特性及び利点が本明細書に記載され、また以下の詳細な説明から明らか
になろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態による対話型メニュープランナシステムの概略図である。
【図２】本発明の別の実施形態による対話型メニュープランナシステムの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態によるメニュー計画の方法を図示した高レベルフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　[0035]親及び介護者は、様々な理由から子供の栄養摂取を監視することが難しいと感じ
る場合がある。実際、子供の食物摂取は、日ごと又は食事ごとに大きく異なる可能性があ
る。例えば、子供は朝食に大量の食品を摂取し、夕食には比較的少量の食品を摂取する場
合がある。同様に、家では健康的な食事をするが、家の外ではあまり健康的でない食品を
食べる可能性もある。そのような子供の食事の変動と不確定性は子供には普通のことであ
り、予期されるが、そのような変動があるために親又は介護者が子供に確実に適切な栄養
をとらせることが難しい。
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【００３４】
　[0036]子供にその特定の発育段階に適した量の栄養を確実にとらせるために、使用が容
易で、簡便で、時間のかからない、子供の食事を監視する手段を親及び介護者に提供する
と有利であると思われる。この結果を実現するための手段の１つは、例えば子供の発育の
段階に応じて、日単位、週単位、又は月単位の実際の栄養素、食品群、及び熱量とそれら
の推奨必要量に基づいて子供の献立を評定し、作成する対話型のメニュープランナを親又
は介護者に提供するものである。親又は介護者の便宜のために、対話型メニュープランナ
は、子供の発育段階に固有の推奨栄養値及び食品群値に相関した所定の基準に基づいて子
供の献立の質を評価する独自の評価システムを備えることができる。
【００３５】
　[0037]本発明の対話型メニュープランナシステムは、子供に毎日確実に適切な栄養をと
らせるために親が使用することができる。対話型メニュープランナは、子供がある期間十
分な栄養を得られなかった理由を突き止める、又は逆にどの種の献立が子供に適切な栄養
をもたらしたのかを判断するための見直し用ツールとして使うことができる。同様に、対
話型メニューは、例えば、子供にその週に十分な栄養を与える１週間の献立を作成するた
めの計画用ツールとして使用することもできる。
【００３６】
　[0038]同様に、対話型メニュープランナは、食事に関して特別な対応を要する可能性が
ある既存病態を持つ子供を監視するために親が使用することができる。例えば、対話型メ
ニュープランナは、食事の糖の量を制限することにより、糖尿病を持つ子供に特化させる
ことができる。同様に、対話型メニュープランナを使用して、子供にアレルギー反応を引
き起こす特定の食品を回避することもできる。対話型メニュープランナは、小児肥満の子
供が摂取する熱量を監視できる場合もある。一般に、対話型メニュープランナは、例えば
子供の好き嫌いが激しいか、脂肪やカロリーを摂り過ぎているか、基本的なビタミン、ミ
ネラル、又は他の栄養素が不足しているか、例えば糖尿病や、食物アレルギー、注意欠陥
障害、認知発達の問題等の既存の医学的症状があるか等、いくつかの既存病態を考慮する
ことができる。
【００３７】
　[0039]図１は、本発明の一実施形態における対話型メニュープランナシステム１００の
概略図である。対話型メニュープランナシステム１００で、ユーザは過去の食物摂取情報
又は今後の食物摂取の監視、特化、計画、及び見直しを行うことができる。一実施形態で
は、ユーザは子供の親又は介護者であり、食物摂取は子供の食物摂取とすることができる
。一実施形態では、対話型メニュープランナシステム１００は、クライアント装置１１０
、通信チャネル１１２、及びリモートサーバ１１４を含む。
【００３８】
　[0040]クライアント装置１１０は、入力装置１１６、出力装置１１８、メモリ１２０、
プロセッサ１２２、及び少なくとも１つの記憶装置１２４を備えることができる。クライ
アント装置１１０は、例えば、パーソナルコンピュータ（「ＰＣ」）、携帯情報端末（「
ＰＤＡ」）、携帯音声／映像プレーヤ、携帯電話、ページャ等である。一般に、クライア
ント装置１１０は、命令（例えばコンピュータプログラム）の提供、受け取り、及び実行
が可能な任意の装置からなることができる。
【００３９】
　[0041]メモリ１２０、記憶装置１２４、及びプロセッサ１２２は、ユーザに情報へのア
クセスと情報の記憶を提供する。当業者には、メモリ１２０及び記憶装置１２４は、情報
のアクセス及び記憶のための代替的又は相補的な機構とすることができることが直ちに理
解されよう。したがって、当業者には、対話型メニュープランナシステム１００の各種実
施形態の動作に必要な情報はメモリ１２０、記憶装置１２４、又はそれらの組合せに記憶
できることも理解されよう。
【００４０】
　[0042]メモリ１２０及び記憶装置１２４は、例えばプロセッサ命令、ソフトウェアプロ
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グラム、特定のデータベース等の各種情報を記憶するために使用することができる。記憶
装置１２４は、単一の大きなデータベースを含んでも、又は互いに連携した複数の小さい
データベースを含んでもよい。記憶装置１２４は例えば、ハードドライブ、ＣＤドライブ
、ＤＶＤドライブ、及び／又は他の記憶装置等であり、コンテンツデータ、データベース
レコード、コマンド等の任意の種類のデータを記憶することができる。ユーザは、メモリ
１２０及び／又は記憶装置１２４に記憶された情報を編集し、データベースがユーザに情
報を提示する方式を選択できるべきである。
【００４１】
　[0043]例えば、メモリ１２０及び／又は記憶装置１２４は、例えば摂取者によって入力
される摂取者特性情報及び摂食情報を記憶する摂取者情報データベースを記憶することが
できる。メモリ１２０及び／又は記憶装置１２４は、食物情報を保持する１つ又は複数の
データベースも含むことができる。例えば、そのような食物データベースは、一般的に摂
取される食品とそれに関連する栄養情報及び適切な食品群の区分を含むことができる。さ
らに、メモリ１２０及び／又は記憶装置１２４は、特定の摂取者の特性に応じて決まる推
奨栄養値及び食品群のデータベースも含むことができる。例えば、メモリ１２０及び／又
は記憶装置１２４は、乳児、幼児、１３歳未満の子供、１３～１９歳の子供、既存病態を
持つ子供等の摂取者に推奨される栄養値及び食品群のデータベースを含むことができる。
【００４２】
　[0044]別の実施形態では、メモリ１２０及び／又は記憶装置１２４は、特定の有名メー
カーの既製食品の栄養情報を有するデータベースを含むことができる。例えば、ガーバー
（ＧＥＲＢＥＲ）（登録商標）のグラデュエーツ（ＧＲＡＤＵＡＴＥＳ）（登録商標）Ｆ
ｒｕｉｔ　Ｐｕｆｆｓの栄養情報をデータベースに記憶しておくことができる。そのよう
なデータベースの使用により、ユーザは、摂取した食品又はこれから摂取する食品の種類
と量を入力し、クライアント装置１１０から自身の食物摂取に関する具体的な栄養情報を
返させることができる。
【００４３】
　[0045]プロセッサ１２２は、情報の提供と受け取り及び命令（例えばコンピュータプロ
グラム）の実行が可能な任意の適切な処理装置とすることができる。プロセッサ１２２は
、データベースにアクセスし、データを操作し、数値を計算し、計算結果を出力装置１１
８に送信することが可能でなければならない。
【００４４】
　[0046]入力装置１１６で、ユーザはプロセッサ１２２で使用される各種の情報を入力す
ることができる。入力装置１１６としては、マウス、キーボード、一時記憶装置、タッチ
スクリーン、トラックパッド、トラックボール、アイソポイント（ｉｓｏｐｏｉｎｔ）、
つまみ、音声認識システム等を使用することができる。クライアント装置１１０に入力す
ることが可能な情報には、ログイン又は識別情報、摂取者の特性データ、食物摂取情報、
ユーザが作成した個人メモ等が含まれる。
【００４５】
　[0047]出力装置１１８は、視覚的及び動的にユーザに情報を伝達することができる。出
力装置１１８には、ユーザに情報を伝達することが可能な任意の装置を用いることができ
、例えば、従来のコンピュータモニタ、陰極管（「ＣＲＴ」）、液晶ディスプレイ（「Ｌ
ＣＤ」）、手持ち型装置の画面、プリンタ、スピーカ等を用いることができる。ユーザに
出力される情報は、例えば、ユーザプロフィール、事前に計画された１週間の献立、事前
に計画された１ヶ月の献立、所定の期間に摂取された平均熱量、ユーザ入力を促すプロン
プト、計算された数値、データ等を含むことができる。
【００４６】
　[0048]クライアント装置１１０は、通信チャネル１１２を介してリモートサーバ１１４
に接続され、サーバ１１４と通信することができる。通信チャネル１１２としては、イン
ターネット、ケーブル、衛星、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク
、電話網等の任意の適切な通信チャネル１１２を使用することができる。具体的には、通
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信チャネル１１２として、例えばイーサネット接続、ＷｉＦｉ、ＷｉＭａｘ、デジタル加
入者回線（「ＤＳＬ」）、電話線、同軸ケーブル等の任意種のネットワーク接続を使用す
ることができる。一実施形態では、通信チャネル１１２はインターネットである。図示し
ないが、当業者には、通信チャネル１１２がワイヤレスの場合、対話型メニュープランナ
システム１００は、手持ち型のクライアント装置との間で情報を送受信するように構成さ
れたワイヤレスルータを含むことが可能であることを直ちに理解されよう。
【００４７】
　[0049]メモリ１２０及び記憶装置１２４と同様に、通信チャネル１１２もリモートサー
バ１１４を介して情報へのアクセス及び情報の記憶を提供することができる。リモートに
記憶される情報は、メモリ１２０及び／又は記憶装置１２４に記憶される情報と同様とす
ることができる。例えば、リモートサーバ１１４は、摂取者の特性情報、摂食情報、食品
群情報、栄養情報等を記憶することができる。リモートサーバ１１４に記憶される情報は
、例えば１つの大きなデータベース又は数個の小さなデータベースに記憶することができ
る。したがって、メモリ１２０、記憶装置１２４、及びリモートサーバ１１４は、選択的
に使用、又は併用して、例えば第１のデータベースをメモリ１２０に記憶し、第２のデー
タベースを記憶装置１２４に記憶し、第３のデータベースを通信チャネル１１２を介して
アクセス可能なリモートサーバ１１４に記憶することができる。
【００４８】
　[0050]リモートサーバ１１４は、入力装置１２６、出力装置１２８、メモリ１３０、プ
ロセッサ１３２、及び記憶装置１３４を含むことができ、それらはすべてそれぞれ上記の
入力装置１１６、出力装置１１８、メモリ１２０、プロセッサ１２２、及び記憶装置１２
４とほぼ同じ機能を行う。
【００４９】
　[0051]一実施形態では、ユーザは、出力装置１１８に表示されるウェブページを介して
システム１００にログイン又は登録することにより、対話型メニュープランナシステム１
００にアクセスすることができる。情報にアクセスした後、ユーザは、例えば、摂取者の
特性情報や摂食情報などの特定の情報を入力するように促され、それらの情報は、メモリ
１２０、記憶装置１２４、リモートサーバ１１４、又はそれらの組合せに記憶することが
できる。情報は、単一のデータベース又は複数個の別個のデータベースに記憶することが
できる。一実施形態では、摂取者は特定の発育段階にある子供である。子供の特性情報と
しては、例えば、体重、身長、年齢（例えば誕生日）、既存病態等がある。既存病態には
、例えば、子供の好き嫌いが激しいか、脂肪やカロリーを摂り過ぎているか、基本的なビ
タミン、ミネラル、又は他の栄養素が不足しているか、例えば糖尿病や、食物アレルギー
、消化に関する問題、注意欠陥障害、認知発達の問題、免疫抑制、低体重、高体重等の既
存の医学的症状があるか等がある。
【００５０】
　[0052]摂食情報は、メモリ１２０、記憶装置１２４、リモートサーバ１１４、又はそれ
らの組合せに記憶することができ、単一のデータベース又は複数個の別個のデータベース
に記憶することができる。摂食情報には、例えば、食品の種類、食品の量、食品を摂取す
る時刻、食品を摂取した又は摂取すべき日、又はそれらの組合せが含まれる。一実施形態
では、摂食データは、所定の期間にわたって事前に計画された献立からなる。
【００５１】
　[0053]メモリ１２０、記憶装置１２４、及び／又はリモートサーバ１１４には、例えば
記憶された栄養素及び食品群情報などの追加的な情報も記憶しておくことができる。一実
施形態では、記憶された栄養素及び食品群情報は、子供の特定の発育段階に対応する推奨
栄養値及び食品群値のデータベースを含むことができる。例えば、そのようなデータベー
スは、乳児に適した栄養値及び食品群値を含むことができる。同様のデータベースが、幼
児に適した栄養値及び食品群値を含むことができる。さらに、データベースは一般に、食
品の典型的な供給源とそれに関連する栄養値も含むことができる。
【００５２】
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　[0054]通例、栄養値は、例えば、たんぱく質、炭水化物、脂肪、ビタミン、ミネラル、
カロリー、糖などの栄養素について与えられる。食品群値も、通例は、例えば穀類（とり
わけ、パン、シリアル、米、及びパスタ）、乳製品（とりわけ、牛乳、ヨーグルト、及び
チーズ）、野菜、果物、肉及び豆類（とりわけ、肉、家禽、魚、豆類、卵、及びナッツ）
、脂肪、油、並びに菓子類（例えば果物、野菜、穀類等）などの食品群について与えられ
る。
【００５３】
　[0055]また、メモリ１２０、記憶装置１２４及び／又はリモートサーバは、提案された
子供の献立又はすでに摂取された献立で得られた栄養の質に対応する点数を提供する、記
憶された評価システムも有することができる。評価システムは、１～５点の評価点を提供
することができる。一実施形態では、評価システムは星の数による評価システムであり、
１つ星（最も低い評価）～５つ星（最も高い評価）までの可能な評価点を有する。ただし
、当業者は、評価システムは１～５点の点数である必要はなく、また評価システムは星の
数による評価システムである必要はないことを理解されよう。代わりに、評価システムは
例えば１～１００点の点数とすることができ、又は「Ａ」（最も高い評価）～「Ｆ」（最
も低い評価）までの文字で等級を示す評価点とすることもできる。評価点は、「低」、「
中」、「高」の評価、又は「可」から「優」までの評価とすることができる。
【００５４】
　[0056]一実施形態では、評価システムは、星の数による評価システムである。提案され
た献立又は摂取された献立の主要な栄養素と食品群すべてが推奨値を満たす場合、その献
立は５つ星に評価される。表１に、可能な５つ星式の評価システムの表示例を示す。
【００５５】
　[0057]
【表１】

【００５６】
　[0058]上記のように、対話型メニュープランナシステム１００は、子供が特別な食事を
要する既存病態を有する場合に使用することができる。そのような事例では、対話型メニ
ュープランナシステム１００は、その既存病態を持つ子供にすべての必要な栄養素と食品
群を確実にとらせる、独自の評価システムを提供することができる。例えば、認知発達上
の問題を持ち、特別な対応が必要な子供の場合は、親や介護者が子供に確実に特定種類の
食品をとらせることが特に難しい可能性がある。その場合、対話型メニュープランナの評
価システムは、例えば、ドコサヘキサエン酸やエイコサペンタエン酸などの脂肪酸の推奨
量が通常より高いなどの子供の食事の必要性に合わせて特化させることができる。
【００５７】
　[0059]一実施形態では、対話型メニュープランナシステム１００は、ユーザが、過去の
献立、子供の食習慣、今後の献立についての思いつきなどに関する情報を記憶する、又は
メモを取ることができる日記機能を備えることができる。この日記には、ユーザが対話型
メニュープランナシステム１００にアクセスした後にホームウェブページからアクセスで
きるようにすることができる。



(12) JP 2013-507713 A 2013.3.4

10

20

30

40

50

【００５８】
　[0060]例示的な処理で、ユーザは入力装置１１６を使用して対話型メニュープランナシ
ステム１００にログイン又は登録することができる。アクセスすると、ユーザは、上記の
ように摂取者の特性情報や摂食情報などの情報を入力するように促される。一実施形態で
は、摂取者の特性情報は子供の特性情報であり、摂食量は所定の期間について提案される
献立である。上記情報を入力すると、ユーザは、提案される献立の平均栄養値を計算する
ようにプロセッサ１２２、１３２に指示することができる。平均栄養値を計算すると、プ
ロセッサ１２２、１３２は、その平均栄養値を子供の発育段階に固有の推奨栄養値及び食
品群値と比較する。この比較は、例えば発育段階や既存病態などの子供の特性に基づいて
、子供が食事で適切な栄養を得られたかどうかを判断する助けとなる。
【００５９】
　[0061]平均栄養値を推奨栄養値及び食品群値と比較すると、プロセッサ１２２、１３２
は、記憶された評価システム情報にアクセスして、上記のように所定の評価基準に従って
、計画された献立の評価点を提供することができる。評価点は、計画された献立の栄養成
分と、摂取者（例えば子供）の特性情報に基づく推奨栄養素及び食品群情報との相関を反
映している。
【００６０】
　[0062]代替実施形態として、図２に、通信チャネルを用いずに動作する対話型メニュー
プランナシステム２００の概略図を示す。対話型メニュープランナシステム２００は、入
力装置２１２、出力装置２１４、メモリ２１６、プロセッサ２１８、及び少なくとも１つ
の記憶装置２２０を備えるクライアント装置２１０を含み、これらはすべて上記の対話型
メニュープランナシステム１００の要素と同様の機能を有する。ただし、この実施形態で
は、クライアント装置２１０のプロセッサ２１８は、インターネット、ケーブル、衛星、
ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、電話網等の通信チャネルを使
用せずに動作することができる。代わりに、プロセッサ２１８は、メモリ２１６又は記憶
装置２２０に記憶されたコンピュータプログラム又はソフトウェアから命令を受け取る。
したがって、一実施形態では、クライアント装置２１０は、ハードディスク、フロッピー
ディスク、コンパクトディスク、フラッシュドライブ等の任意の適切なコンピュータ可読
記憶装置２２０に保持されたコンピュータプログラム又はソフトウェアを実行するＰＣで
ある。
【００６１】
　[0063]例示的な処理では、ユーザは、入力装置２１２を介してクライアント装置２１０
に摂取者固有の情報を入力することができ、その情報はメモリ２１６又は記憶装置２２０
に記憶することができる。記憶装置２２０としては、例えばハードドライブ、ＣＤドライ
ブ、ＤＶＤドライブ、及び／又はクライアント装置２１０に接続された他の記憶装置等の
任意の記憶装置を使用することができる。メモリ２１６及び記憶装置２２０は、上記のよ
うに、摂取者の特性データ、摂取者の摂取量情報、推奨栄養素及び食品群情報、評価シス
テム、ユーザの日記等、クライアント装置２１０で使用される任意の種類のデータを記憶
することができる。例えばユーザが入力した献立計画又は過去の献立の栄養成分の評定が
ユーザから指示されると、プロセッサ２１８は、メモリ２１６又は記憶装置２２０から関
連する情報を取り出し、プログラム又はソフトウェアの指示に従って必要なロジックを行
い、その結果を出力装置２１４に出力する。したがって、そのようにして、ここに開示さ
れる対話型メニュープランナシステム２００の利便性は、インターネットなどの特定の通
信チャネルへのアクセスを持たない可能性のあるユーザにより享受することができる。
【００６２】
　[0064]図３は、献立計画を作成することができる一般的な処理３００の一実施形態を示
す。この処理を開始するには、ユーザは、対話型メニュープランナシステムにアクセスし
なければならない３１０。このステップで、ユーザは、システムへの登録又はログインを
求められ、また電子メールアドレス、ユーザ名、パスワードなどの情報を入力するように
促される場合がある。次いで、ユーザは、摂取者特性データ３１２及び提案される献立３
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１４を入力するように促される。上記のように、摂取者の特性情報には例えば、摂取者の
性別、年齢（例えば誕生日）、体重、身長、食べ物の好み、既存病態、活動レベル、又は
それらの組合せが含まれる。また、提案される献立は上記のように摂食情報を含み、この
情報には例えば、食品の種類、食品の量、食品が摂取される時刻、食品を摂取する日、又
はそれらの組合せが含まれる。
【００６３】
　[0065]必要な情報をすべて入力すると、ユーザは、献立の平均栄養値を計算するように
システムに指示することができる３１６。平均栄養値は、例えば、たんぱく質、炭水化物
、脂肪、ビタミン、ミネラル、カロリー、特定の食品群等を含む栄養素、及び／又は例え
ば果物、野菜、穀類、肉及び豆類、脂肪、油、菓子類を含む食品群に固有とすることがで
きる。平均栄養値が計算されると、その平均栄養値を、子供の発育段階に適した推奨栄養
素及び食品群のデータベースと比較することができる３１８。この比較に基づいて、シス
テムは、提案された献立の評価点を表示し３２０、この点数は、特定の発育段階にある子
供、又は何らかの既存病態を持つ子供に提供される提案献立に含まれる栄養の質を表す。
【００６４】
　[0066]上記システムを使用する方法も提供される。例えば、事前に計画された子供の献
立の栄養値を評価する方法が提供される。これらの方法は、プロセッサ及び少なくとも１
つのデータベースを用意するステップと、所定の期間にわたる日量摂食情報を少なくとも
１つのデータベースに入力して、事前に計画された献立を作成するステップと、少なくと
も１つのデータベースに子供の特性情報を入力するステップと、プロセッサを使用して所
定の日数にわたる平均栄養値を計算するステップと、平均栄養値を、推奨栄養値、推奨食
品群値、及びそれらの組合せからなる群から選択される値と比較するステップと、平均栄
養値の評価を求めるステップと、事前に計画された献立の評価点を出力するステップとを
含む。
【００６５】
　[0067]また、子供の食物摂取を調節する方法が提供される。これらの方法は、プロセッ
サと、子供の特性情報を記憶した少なくとも１つのデータベースとを用意するステップと
、プロセッサを使用して子供の食物摂取の平均栄養値を計算するステップと、平均栄養値
を、推奨栄養値、推奨食品群値、及びそれらの組合せからなる群から選択される値と比較
するステップと、子供の発育段階、子供の既存病態、及びそれらの組合せからなる群から
選択される情報に基づいて平均栄養値の評価点を求めるステップと、平均栄養値が所定の
評価点以下の場合、子供の食物摂取を調節するステップとを含む。
【００６６】
　[0068]以下の実施例で、本発明の対話型メニュープランナシステムの一実施形態を示す
が、これは例であり、これに限定されるものではない。
【実施例１】
【００６７】
　[0070]この実施例では、対話型メニュープランナは、５日間にわたるある幼児の平均カ
ロリー摂取を計算する。初めに、子供の特性データ、例えば子供の身長、体重、及び既存
病態が入力され、システムに記憶される。また、摂食情報、とりわけ各日のカロリー摂取
値が以下のように記録される。
　１日目　９００カロリー
　２日目　８５０カロリー
　３日目　１０００カロリー
　４日目　１１００カロリー
　５日目　９００カロリー
【００６８】
　この５日間の平均カロリー摂取は９５０カロリーである。献立の平均栄養値（例えばこ
の場合はカロリー）を求めると、対話型メニュープランナは、その値を子供の発育段階に
適した推奨栄養値及び食品群値と比較する。この例では、この比較で、幼児にとって平均
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プランナは、同じ評定処理を子供の５日間の献立に含まれる他の栄養値にも使用すること
ができ、それらには、これらに限定されないが、たんぱく質、炭水化物、脂肪、ビタミン
、ミネラル、カロリー、糖などの栄養素、及びこれらに限定しないが穀類（とりわけ、パ
ン、シリアル、米、及びパスタ）、乳製品（とりわけ、牛乳、ヨーグルト、及びチーズ）
、野菜、果物、肉及び豆類（とりわけ肉、家禽、魚、豆類、卵、及びナッツ）、脂肪、油
、並びに菓子類等の食品群が含まれる。
【００６９】
　[0077]栄養素及び食品群を評定すると、プロセッサは、摂取者の特性（例えば子供の発
育段階、既存病態等）に基づいて、その献立で適切な栄養が得られるかどうかを表す評価
点を生成する。例えば、この例のカロリー摂取の評定では、カロリー摂取が幼児に適切で
あったことが示されており、評価システムは５つ星の評価点を返すことができる。上記表
１に示すように、５つ星の評価点は、その週に子供に提供された献立が「優」であり、カ
ロリー摂取が推奨栄養値及び食品群値を満たしたことを子供の親又は介護者に知らせるこ
とができる。
【００７０】
　[0078]平均のカロリー摂取値は子供の発育段階に適切であったが、平均栄養値（例えば
カロリー摂取）を計算しなければ、子供の５日間の献立の食物摂取は不適当と思われる可
能性もある。例えば２日目だけを検討した場合には、幼児が１日の食事で十分なカロリー
を摂れなかったように見えるかもしれない。しかし、もしかするとその日幼児は夕食に出
されたものが好きではなかったか、或いは昼食前に眠ってしまったのかもしれない。同様
に、４日目には幼児はカロリーを摂り過ぎているようにも思われる。しかし、幼児は、そ
の日外で走って遊び、その後好物の夕食をお代わりしたのかもしれない。このように、平
均の栄養摂取量（例えばカロリー）は、この子供の通常の摂取量をより正確に反映し、し
たがって、栄養に関する決定を行う際により有用な数となる。
【００７１】
　[0079]本明細書に記載される現時点で好ましい実施形態への各種の変更及び改変が当業
者には明らかになることを理解されたい。そのような変更及び改変は、本発明の主題の主
旨及び範囲から逸脱することなく、また意図される利点を減らすことなく行うことができ
る。したがって、そのような変更及び改変は、添付の特許請求の範囲に包含されるものと
する。
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【国際調査報告】
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